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自治体(高畠町)が主体となって、空き家物件の情報を「登録」「掲載」し運営する情報提供サイトです。 

所有している『空き家』物件を、“貸したい”“売りたい”人が「空き家バンク」へ登録し、“買いたい”“借りたい”人が希望

に合った物件を見つけて「空き家バンク」へ(登録)申込みます。 

町と連携する町内の不動産業者が、調査・見学・現地対応、交渉、売買契約まで行いますので安心です。 

空き家物件の流通により、高畠町への移住定住促進、管理不全空き家の発生を防止することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶▶▶ 上記の解説  ※大まかな流れが分かるよう簡潔に色で記載しています。詳細は別紙要綱等をご覧いただくか下記までご連絡ください。 

① 登録物件の募集は、随時受け付けています。 

② 物件の所有者は、高畠町へ「登録申込書」、「登録カード」、「承諾書」等を提出してください。 

③ 物件の調査は、町と提携する不動産会社が行います。 

④ 調査結果に問題がなければ、「空き家バンク」に登録し、『高畠町』のホームページと、町と提携する不動産

業社のホームページ、“物件情報”欄に掲載されます。 

⑤ 登録された物件の見学を含め、購入・賃貸・その他利用希望者の申込み受付は町で行います。 

⑥ “見学”等の現地対応は、町と提携する不動産業者が行います。 

⑦ 物件の購入・賃貸・その他利用希望者との交渉・仲介は、町と連携する不動産業者が行うので安心です。 

 

〒992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠 436 番地 

高畠町建設課 建築住宅係 TEL:0238-52-4481 

Email:kensetu@town.takahata.yamagata.jp 
※上記内容は、R6.2 時点での運営状況です。今後、形態も含め一部内容が変更になる場合もあります。 

※「高畠町空き家バンク」に登録したことで、管理や利用者の紹介、賃貸借や売買契約を約束するものではありません。 
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